
各航空運送事業者の窓口

障害児福祉手当（20歳未満）

後期高齢者医療保険
※現在加入している健康保険
との選択になります

　選択により、後期高齢者医療保険に加入するこ
とが可能です。保険料等詳細については保険年金
課でご相談ください。 １、２級

（６５歳以上の方）

防府市保険年金課
（４号館１階）

※相談・申請に必要なもの
　　　障害者手帳、健康保険証、認印 等

航空旅客運賃の割引
※一部航空運送事業者のみ

手帳の提示により、航空旅客運賃が割引され
ます。

本人、介護人

重度の在宅障害児を対象に支給される手当です。

　山口県内の路線バスに乗車される場合に、
乗車券購入時は購入窓口で、降車時に運賃を
支払われる場合は運転手に手帳を掲示してく
ださい。

障害者控除（所得額により不可）
　年末調整や確定申告、住民税申告時に控除
申告されると、所得税及び住民税が減額され
ます。

１級
（特別障害）

２、３級
（普通障害）

防府税務署（℡　22-1400）

　　住民税（市県民税）

　　所得税

自動車税・取得税免除

防府市課税課（４号館２階）

手帳所持者の世帯
（１級～３級）

１級

山口県税事務所
（℡　083-925-3111）

重度心身障害者福祉医療

　　　・普通自動車税

　　　・軽自動車税

　　　・自動車取得税

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

ＮＨＫ山口放送局
（℡　083-921-3711）

各共済年金取扱機関
（国家公務員共済組合等）

※交付申請に必要なもの　障害者手帳

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

　申請によりＮＨＫに支払われる受信料につ
いて、全額が免除される制度です。世帯の構
成員全員が市町村民税非課税であることが条
件です。

１級

主 な 精 神 障 害 者 福 祉 制 度 一 覧 表　（令和2年．3．１現在）

制　　度　　名 概　　　　　要 対　象　者 窓　　口

　重度の心身障害者の医療に要する経費のうち、
医療保険の自己負担額を助成します。
　毎年７月に更新を行い、本人の前年の所得状況
により非該当となる場合があります。

　重度の心身障害者がタクシーを利用された際
に、１回の乗車につき500円（１枚）又は1,000
円（2枚※）の助成を行う券です。利用可能な会社
は防府市の指定を受けたタクシー会社のみです。
※2枚利用できるのは、料金が1,000円以上の場
合に限ります。

重度の障害を持つ障害児を養育する者（父母等）
を対象に、支給される手当です。

　申請によりＮＨＫに支払われる受信料につ
いて、半額が免除される制度です。

防府市課税課（４号館２階）

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

バス運賃割引

※県内での乗降時のみ

山口県税事務所・自動車税課
（℡　083-922-7691）

世帯主（契約者）
が１級の障害者
手帳所持者世帯

福祉タクシー利用券
　※１人年間１冊（50枚綴）
　※障害者手帳を運転手に掲示
　　してご使用ください

ＮＨＫ放送受信料全額免除

ＮＨＫ放送受信料半額免除

障害厚生年金（厚生年金）

重度の在宅障害者を対象に支給される手当です。

手当用の診断書の内
容で受給要件を認定
します
詳細は、障害福祉課
へご相談ください

１級
（本人、介護人）

２、３級
（本人のみ、ただし
１２歳未満の場合
は介護人含む）

きっぷ売り場
または降車時

特別障害者手当（20歳以上）

障害共済年金（共済年金）

障害年金

（℡　25-7830）

共済年金加入者

特別児童扶養手当（20歳未満）

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

障害基礎年金（国民年金） 国民年金加入者
防府市保険年金課
（４号館１階）　20歳以上で一定の要件を満たす重度の障害

者に支給される公的年金制度で、その障害で
あると診断された日（初診日）に加入してい
た年金制度により申請窓口が異なります。

厚生年金加入者

　申請により、障害者のために使用される自
動車（１台のみ）の自動車税・自動車取得税
を減免する制度です。
　
　所有者要件：本人または同一生計者
（使用者）

１級

街角の年金相談ｾﾝﾀｰ防府



防災ラジオ無償配布
※施設に入院・入所している
場合除く

　通常１台あたり2,000円自己負担が必要な
防災ラジオを無償配布します（要申請）。

障害者手帳
所持者世帯

市内各出張所・公民館

契約中の各携帯電話会社

１級

１～３級

１～３級

ＮＴＴ
0120-104174

（受付　9:00～17:00）

やまぐち障害者等専用駐車場
利用証

電話番号案内料免除

対　象　者

 公共施設や店舗等に設置されている障害者等専用
駐車場を利用可能な利用証を交付します。

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

山口県社会福祉協議会
（℡　083-924-2820)

防府市防災危機管理課
（１号館２階）

携帯電話料金割引

　障害者手帳を窓口で掲示されることによ
り、施設利用料等が割引となります。詳細は
各施設にお問合せください。

各施設窓口

　申込みにより、基本使用料等が割引になる
場合があります。詳細は契約されている各携
帯電話会社の取扱店にお問合せください。

１～３級

　ＮＴＴに届出されることにより、１０４番
による電話番号案内の情報料が無料となりま
す。

各障害者支援施設
（市の支給決定後は施設と
の個別契約となります）

窓　口

公共施設利用料割引等

障害福祉サービス

　障害のある人が自立して地域で暮らすこと
ができるための仕組みです。大きく分けて自
立支援給付と地域生活支援事業があります。
　なお、介護保険の対象者は介護保険による
サービスが優先となります。

障害者手帳所持者およ
び自立支援医療（精神
通院）受給者等で必要
性が認められる者※申
請されるサービスに
よっては障害支援区分
の認定が必要になりま
す。

防府市障害福祉課
（１号館１階⑤番窓口）

制　度　名 概　　　　　要


